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地域保健対策の推進に関する基本的な指針の概要
（平成24年7月31日厚生労働省告示第464号）

６ 科学的根拠に基づいた地域保健の推進

国、都道府県及び市町村は、地域保健に関する情報の評価
等を行い、その結果を計画に反映させるとともに、関係者や
地域住民に広く公表することを通じて、地域の健康課題と目
標の共有化を図り、地域保健対策を一体的に推進すること
が重要であること。

７ 保健所の運営及び人材確保に関する事項

保健所は、専門的な立場から企画、調整、指導及びこれら
に必要な事業等を行い、市町村への積極的な支援に努める
こと。

８ 地方衛生研究所の機能強化

地方衛生研究所を設置する自治体は、サーベイランス機能
の強化や迅速な検査体制の確立等が求められていることを
踏まえ、技術的中核機関としての地方衛生研究所の一層の
機能強化を図ること。

９ 快適で安心できる生活環境の確保

都道府県、国等は、食中毒等に係る情報共有体制の強化や
食品衛生監視員等の資質向上等を通じた保健所機能の強
化に努めるとともに、生活衛生同業組合等の関係団体に対
する指導・助言に努め、営業者の自主的な衛生管理等を通
じた食品安全・生活衛生等の施策の推進を図ること。

１０ 国民の健康増進及びがん対策等の推進

健康増進計画の策定・実施等の取組を行う場合、ソーシャ
ルキャピタルを活用した地域の健康づくりに関係するＮ Ｐ Ｏ
等との連携及び協力も強化すること。また、地域のがん対策、
肝炎対策、歯科口腔保健の推進に関し、それぞれ必要な施
策を講じること。

１ ソーシャルキャピタルを活用した自助及び共助の

支援の推進

地域保健対策の推進に当たって、地域のソーシャル
キャピタル（信頼、社会規範、ネットワークといった社会
関係資本等）を活用し、住民による自助及び共助への
支援を推進すること。

２ 地域の特性をいかした保健と福祉の健康な

まちづくりの推進

市町村は、学校や企業などの地域の幅広い主体との
連携を進め、住民との協働による健康なまちづくりを推
進すること。

３ 医療、介護及び福祉等の関連施策との連携強化

市町村は、保健と介護及び福祉を一体的に提供できる
体制整備に努め、都道府県及び保健所は、管内の現
状を踏まえ、医療、介護等のサービスの連携体制の強
化に努めること。

４ 地域における健康危機管理体制の確保

○都道府県及び市町村は、大規模災害時を想定し、被
災地以外の自治体や国とも連携した情報収集体制や
保健活動の全体調整、保健活動への支援等の体制を
構築すること。

○国は、広域的な災害保健活動に資する人材育成支援
や保健師等について迅速に派遣のあっせん・調整でき
る仕組みの構築を行うこと。

５ 学校保健との連携

保健所及び市町村保健センターは、学校保健委員会
やより広域的な協議の場に可能な限り参画し、連携体
制の強化に努めること。



組織横断的、組織縦断的な情報共有に係るリエゾン業務（連絡調整））

保健師等支援チームの受援調整（受付、担当業務等の割振り、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ等）と指揮調整

フェーズ毎の指揮調整業務簡易自己点検リストに基づく確認

発災 ３日 １週 ２週 １か月

救命救急
外傷治療

透析等

避難所等での保健衛生対策 （感染症、深部静脈血栓症、生活不活発病等の二次健康被害の予防等）

（保健予防対策＋生活環境衛生対策）

慢性疾患の治療の継続 → 通常の保険診療への移行

メンタル面の予防とケア（被災者、職員、支援者）

在宅被災者への健康支援（医療、保健衛生）

３か月

避難所再編 仮設住宅への移転

医療提供体制の再開・復旧に向けたロードマップ

通常保健業務の再開・復旧に向けたロードマップ

被災都道府県等の職員の安全確保及び健康チェックと休養等に関する助言

組織立ち上げ
情報伝達共有ライン構築

会議体の設置

メディア対応の補助、来訪者等への渉外、現地ニーズと乖離のある応援者への窓口対応

保健医療福祉調整本部等への報告と不足する人的・物的資源の要請、専門機関への支援要請

その他医療等支援チームの受援調整（受付、名簿とシフト管理表の作成、オリエンテーション等）

収集情報の整理、分析評価と全体を俯瞰した優先課題の抽出と資源最適配分等の企画立案

対策会議等による統合指揮調整（会議の企画運営、資料作成、会議運営、会議録作成等）

受援調整

情報収集伝達
情報整理
統合指揮調整

次ﾌｪｰｽﾞを見
通した対策企
画立案

後方支援

広報・渉外
職員健康安全

指揮
調整

対策
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被災都道府県等による災害時保健医療対策について



応援派遣される保健師等
応援派遣先市区町村長の指揮下
– 被災者の健康チェック・健康相談、避難所の衛生対策と

いった現場でのプレーヤー業務

 DHEATの構成メンバーとしての保健師
－ 危機管理組織の長（保健所長）の指揮下
－ 主に、対人保健分野におけるマネジメント業務
• 関係機関との連絡調整、被災地の健康課題のアセスメント、

被災地市町村の保健活動の評価・応援、保健活動計画の
立案、応援保健師の受入調整等

－ 統括的な役割を担う保健師に寄り添う伴走者
－ 職能としてではなく、業務に適した者として

保健師支援チームとの関係
災害時健康危機管理支援チームの応援派遣
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⃝ 発災後は、被災地の自治体機能が低下することもあり、保健師は被災者の健康支援を中心とし、広範囲に
渡る支援活動に従事する。被災地における主な保健師の役割は以下のとおり。
※これらの活動は、全国の自治体保健師を中心とした保健人材が被災地に応援派遣され、被災地の自治

体保健師と共に活動に従事する。

⃝ 被害状況等の情報収集及び発信
⃝ 救護所における救護活動

• 状況に応じた医療、保健、福祉のニーズに関するアセスメント
• 救護所の被災者に必要な医薬品、医療品、衛生材料等の調達及び医療処置の実施等

⃝ 自宅、避難所及び仮設住宅等における健康管理
• 全戸訪問による被災者の健康課題の把握
• 感染症、食中毒、熱中症、急性肺血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）、生活不活発病予防観点からの環境整備、

健康教育
• 感染症患者発生時の対応（隔離、医療との連携、保健所との連携）
• 健康状態が悪化した被災者への対応（医療との連携）等
• 精神的な支援が必要な被災者のアセスメント、こころのケア活動との連携、医療との連携等

⃝ 福祉避難所の避難者への対応
 避難者のアセスメント及び入所の必要性の判断等

⃝ 保健師等の応援派遣調整
• 被害状況に基づいた国や県庁に対する保健師等応援派遣の要請、保健師等の応援派遣調整

⃝ 関係者との支援体制の調整
• 支援チームの受入れ調整及び業務改善
• 関係職種との会議の開催等

発災後の被災地における保健師の役割
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防災基本計画 第２編第２章第８節の１

○ 国〔厚生労働省〕は，必要に応じ，又は被災地方公共団体の要請に基づき，公衆衛生医師，保健師，管理栄養士
等の応援派遣計画の作成など保健衛生活動の調整を行うものとする。

○ 国〔厚生労働省、環境省〕は、必要に応じ、又は被災地方公共団体の要請に基づき、他の地方公共団体からの協
力確保等必要な調整を行うものとする。

厚生労働省防災業務計画 第２編第２章第６節 第３の３

○ 厚生労働省健康局は、被災都道府県からの公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援派遣要請数等を確認
し、被災都道府県以外の都道府県と応援派遣関する調整を行うほか、被災都道府県・市町村の行う被災者の健康管
理に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。

ただし、緊急を要する場合は、被災都道府県からの応援要請を待たずに被災都道府県以外の都道府県に対し、公
衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援派遣等を求めた上で、被災都道府県に対し、その旨を通知する。

〇 避難所等における被災者の健康の維持、二次健康被害や災害関連死の防止を図ることを目的とし、被災市区町
村長又は被災都道府県の保健所長等の指揮命令のもとに活動を行う。活動内容は、被災者の健康相談、健康管理
及び避難所等の衛生対策等を想定している。

〇 活動期間は１週間程度を標準とするが、必要に応じ、応援派遣元となる都道府県と被災都道府県との間で協議の
上、設定できるものとする。なお、活動期間には、現地での活動の他、応援派遣元都道府県と被災市区町村間の往復
に必要な期間を含む。

〇 被災市区町村における交通・通信手段や宿泊等については、応援派遣元都道府県において確保すること。

災害時の保健師等応援派遣調整における根拠

応援派遣による保健師等の活動の基本
（「災害時の保健師等広域応援派遣調整要領」より抜粋）
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情報提供
応援派遣に係る調整

厚生労働省健康局
・被災自治体からの情報収集

（被害状況、保健師等応援要請の有無、要請人数 等）

・被災都道府県からの応援要請を受け、被災都道府県以
外の都道府県（保健師統括部署及び健康危機管理担当
部署）へ保健師等応援派遣可否照会

・全国知事会に対して、応援派遣に係る調整について情
報共有を図るとともに、関係する構成団体に厚生労働省
の照会に協力するよう依頼

・全国市長会、全国町村会及び指定都市市長会に対して、
応援派遣に係る調整について情報提供

・照会結果をふまえ、応援派遣調整の実施

都道府県衛生主管部（局）
・応援派遣照会に対する回答

（都道府県は、都道府県内の保健所設置市、特別区
及び市町村も含めて応援派遣の可否照会及び
応援派遣に係る調整を行う）

・応援派遣に向けた準備
（交通・通信手段や宿泊等宿泊等）

被災都道府県（本庁等）
・被災市区町村や、保健所等からの情報収集

・被災市区町村の支援について、被災市区町村以外の市区町村へ保健師等の派遣を要請

・都道府県内の応援のみでは対応が困難な場合は、隣接都道府県または当該都道府県の災害時相
互応援協定締結自治体へ派遣を要請

・災害の規模により、全国規模の応援要請が必要であると判断した場合、厚生労働省に応援要請

応援派遣可否
の回答

応援派遣の
可否照会

情報収集
応援派遣調整 情報提供

応援要請

応援派遣準備
応援派遣に係る調整

応援派遣開始

災害時の保健師等応援派遣調整の流れ
（「災害時の保健師等広域応援派遣調整要領について」（令和３年12月20日付け健健発1220号第２号）
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■平成30年７月豪雨

・ 岡山県・広島県・愛媛県からの要請を受け、

累計64チーム、延べ5,428名が活動した。

■平成30年北海道胆振東部地震

・ 北海道からの要請を受け、

累計16チーム、延べ1,000名が活動した。

■令和元年台風第15号

・ 千葉県からの要請を受け、

累計7チーム、延べ249名が活動した。

■令和元年台風第19号

・ 宮城・福島・長野県からの要請を受け、

延べ1,464名が活動した。

■令和２年７月豪雨

・ 熊本県からの要請を受け、延べ695名が活動した。

新型コロナウィルス感染症の影響により、

近隣都道府県からの応援派遣に困難を

要する状況もあった。

災害時の保健師等支援チームの実績について（厚生労働省調整分）災害時の保健師等支援チームの実績について（厚生労働省調整分）

※保健師以外：事務職員、医師、獣医師、薬剤師、化学、運転手等

派遣先 期間
累計

チーム数
派遣者延べ人数

保健師 保健師以外※ 合計
北海道 9/11～11/13 16 698 302 1000

※保健師以外：事務職員、獣医師、薬剤師、診療放射線技師等

〇 大規模災害では、被災都道府県からの要請を受け、厚生労働省が全国の保健師の応援調整を
行っています

派遣先 期間
累計

チーム数
派遣者延べ人数

保健師 保健師以外※ 合計

千葉県 9/17～10/6 ７ 169 80 249
※保健師以外：事務職員、医師、獣医師、管理栄養士、衛生監視員等

※保健師以外：事務職員、管理栄養士、薬剤師、衛生職、化学職
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保健医療福祉活動の連携

○ 保健医療福祉調整本部及び保健所は、当該保健医療福祉調整
本部及び保健所の指揮等に基づき活動を行う保健医療活動チーム
に対し、

• 適宜、当該保健医療活動チームの活動の内容及び収集した被害状況、保
健医療福祉ニーズ等を報告するよう求めること。

• 保健医療福祉活動に関する情報連携について、避難所等での保健医療活
動の記録及び報告のための統一的な様式を示すこと。

• 保健医療活動を効果的・効率的に行うために必要な被害状況、保健医療
福祉ニーズ等の情報の提供を行うとともに、保健医療活動チーム間の適
切な引き継ぎに資するよう、保健医療活動チームから報告を受けた情報
の伝達等を行うこと。

○ 保健所は、市町村に対し、保健医療活動を効果的・効率的に
行うために必要な被害状況、保健医療福祉ニーズ等の情報の提供
を求めるとともに、保健医療活動チームから報告を受けた情報の
伝達等により、避難所の状況等、市町村が把握する必要がある情
報の提供を行うこと。

○大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について（令和4年7月22日科発0722第2号厚科課⾧他連名通知）、保
健・医療・福祉の連携が重要であるとされたことを踏まえ、保健医療調整本部を「保健医療福祉調整本部」とした。

「災害時の保健活動推進マニュアル」
（令和元年、日本公衆衛生協会・全国保健師⾧会）

保健医療福祉活動に関する情報連携
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・避難所における感染対策マニュアル（平成23年３月）http://qsh.jp/saigai_doc/kansentaisaku_20110324.pdf

・避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン（平成23年６月）
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001enhj-att/2r9852000001enj7.pdf

・避難所運営ガイドライン（平成28年４月）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_guideline.pdf

・大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン～その時、自治体職員は何をするか～（平成31年３月）
http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h30_02_13.pdf

・福祉避難所の確保・運営ガイドライン（令和３年５月改訂）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r3_hinanjo_guideline.pdf

・避難所における新型コロナウイルス感染症の対応に関するＱ＆Ａ（第3版）（令和３年５月）
http://www.bousai.go.jp/pdf/corona_QA3.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイント（動画第２版）（令和３年６月）
http://www.bousai.go.jp/coronam.html

・新型コロナウィルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン（第3版）（令和３年６月）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/corona_hinanjo03.pdf

・DHEAT活動ハンドブック（本編）（平成31年３月）
https://www.niph.go.jp/h-crisis/wp-content/uploads/2019/10/dheat06_20190417_1.pdf

・DHEAT活動ハンドブック（資料編）（平成31年３月）
https://www.niph.go.jp/h-crisis/wp-content/uploads/2019/10/dheat06_20190417_2.pdf

・災害時の保健活動推進マニュアル（令和２年３月）
http://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策における応援派遣及び受援のための手引き（令和２年８月）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000671711.pdf

・保健師の災害時の応援派遣及び受援のためのオリエンテーションガイド（令和２年３月）
https://www.mhlw.go.jp/content/000805235.pdf

・災害時の保健活動推進のための保健師間および地元関係団体との連携強化に向けた体制整備ガイドライン（令和４年３月）
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202127010B-sonota.pdf

＜参考＞災害時関連ガイドライン・マニュアル＜参考＞災害時関連ガイドライン・マニュアル
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市町村保健師の災害時保健活動遂行能力の向上のための教育教材及びその活用マニュアルを作成・検証する。

①災害時保健活動遂行能力に関する教育方法の効果や課題を整理し、フェーズ０からフェーズ２のコンピテンシーとその遂行に求
められる知識・技術・態度に応じた教育方法を検討
・自己学習のためのeラーニング教材、演習教材、効果的な研修プログラム例の作成

②教育教材活用のためのマニュアルの作成
・マニュアル及び教育教材を活用した研修のアウトカム評価（学習到達度等）、プロセス評価（ARCSモデル等）

厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業（令和２年度～令和３年）
「市町村保健師の災害時保健活動遂行能力の向上のための教育教材及びその活用マニュアルの作成と検証」

研究代表者：
春山早苗（自治医科大学）

市町村保健師の災害保健活動能力に関する教育教材の作成市町村保健師の災害保健活動能力に関する教育教材の作成

成果物
○ 「市町村保健師の災害時保健活動遂行能力

向上のためのトレーニング教材」
URL：https://dphn-training.online/moodle/

○ 「市町村保健師の災害時保健活動遂行能力
向上に係る教育教材活用のためのマニュアル」

12



２．新型コロナウイルス感染症対応における
保健活動について

13



県庁へ助言（避難所感染対策）
① ３密 ② 換気・空調 ③ 入口トリアージ、
④ ゾーニング ⑤ 発熱者・濃厚接触者対応 ⑥ 分散避難

巡回した避難所 ※（ ）内は避難者数
球磨村（270人）人吉市（790人）八代市（250人）
芦北町（75人） 全避難者1,615人の86％

熊本県内の体制確立

新型コロナ啓発班
スクリーニング

ロングフライト班
スクリーニング

問題点・課題

入口トリアージ / ゾーニング

体制整備 避難所対応

保健医療調整部 福祉体制本部

新
型
コ
ロ
ナ
啓
発

ロ
ン
グ
フ
ラ
イ
ト

感
染
症
対
策

熱
中
症
対
策

福
祉
ト
リ
ア
ー
ジ

福
祉
避
難
所

健康福祉対策部

保健医療現地本部（保健所）

地域災害時保健医療対策会議

DHEAT

保健医療福祉班

感染症対策班

助言

情報提供

活動支援

巡回した避難所 ※（ ）内は避難者数
球磨村（402人）人吉市（1,278人）八代市（285人） 芦北町（57人）山

江村（27人）相良村（46人） 全避難者2,175人の96％ (7/24時点)
→巡回等により課題は全て改善

更に巡回・確認

巡回・確認
DHEAT及び国職員による巡回、支援

連携

令和２年７月豪雨の避難所における感染対策

14

熊本県庁・熊本県内の避難所へDHEAT及び厚労省職員の派遣を行い、
・避難所の感染対策や保健医療調整本部の体制について県庁へ助言
・避難所の巡回を行い、避難所の感染対策について、問題点・課題を県庁へ情報提供
・感染対策について、改善が必要な避難所については、さらに巡回を行い、問題点・課題を県庁へ情報提供

等の対応を行い、避難所における感染対策の改善を図った。

厚生労働省



「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン（第３版）について」「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン（第３版）について」

15



災害時のメンタルヘルス対策

16

○大規模災害発生時の被災地の自治体職員は、昼夜問わず過重な災害対応業務に従事し、心身に大きな負担が生じメンタルヘ
ルス対策を始め、職員の健康管理が課題とされているところ。

○新型コロナウイルス感染症については、いくつもの感染拡大の波の到来があること等、様々な特徴的な背景があり、職員に
はうつ状態やもえつき症候群等の出現などがみられる等、心身面に多大な影響が生じている現状がある。

○そのため、各職場では職員のセルフチェックや相談窓口等のメンタルヘルス対策をはじめ、応援・派遣職員の確保や業務改
善、休暇の確保など、試行錯誤しながら取り組んでいる。

厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）「災害発生時の分野横断的かつ⾧期的なマネジメント体制構築に資する研究」（研究代表者 尾島俊之）

新型コロナウイルス感染症等対応における自治体職員の過重労働・メンタルヘルス対策に関する取組事例の共有について（令和4年3月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00024.html#18



○ 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、令和４年臨時国会において、「感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律等の一部を改正する法律」（令和４年法律第96 号）が成立し、
・ 感染症法においては、予防計画の記載事項の充実や都道府県と保健所設置市・特別区等による連携協議会の創設
などが行われるとともに、
・ 地域保健法においては、保健所業務を支援するIHEATや専門的な調査研究、試験検査等のための体制（地方衛
生研究所等）の整備等が法定化されたところ。

○ これらの改正を踏まえて、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（平成６年厚生省告示第374号）の記載
を見直すもの。

改正の経緯・趣旨

○ 以下の内容を指針に反映。
１ 基本的な考え方、方向性
・ 健康危機に備えた計画的な体制の整備
・ 広域的な感染症のまん延に対応するための国、広域自治体としての都道府県、保健所設置自治体の役割

２ 保健所の健康危機管理体制
・ 健康危機対処計画の策定
・ 統括保健師等総合的なマネジメントを担う保健師の配置
・ 広域的な感染症のまん延に備えた人材（IHEAT、自治体間の職員の応援派遣）の活用のための取組

３ 地方衛生研究所の健康危機管理体制
・ 健康危機対処計画の策定
・ 地方衛生研究所において必要な体制や求められる役割 等

○令和５年３月に告示、同年４月１日から適用予定。

改正のポイント

①「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の改正について
第49回地域保健健康増進
栄養部会 参考資料２より
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⑤保健所における健康危機管理体制確保のための
総合的なマネジメントを担う保健師の配置について

○ 感染症法等の改正等に伴い、都道府県、政令市及び特別区は、健康危機管理体制の確保のために、保健所に統括保健師等総
合的なマネジメントを担う保健師を配置すること。
※なお、都道府県及び市町村に保健活動の組織横断的な総合調整及び推進等の役割を担う部署を明確に位置づけ、
保健師（統括保健師）を配置するよう努めることとしている（「地域における保健師の保健活動に関する指針」
健発0419第1号平成25年4月19日）。

○ 当該保健師は保健所⾧を補佐し、関係部署の職員を取りまとめ、健康危機への備えや発生時の対処等の事務を統括する役割
を担う。

○ 保健所の恒常的な人員体制強化を図るため、感染症対応業務に従事する保健師を増員するために必要な地方財政措置を
講じているところ。

○ 自治体に配置される統括保健師が、都道府県、保健所設置市・特別区、保健所、市町村までを含めた保健師が中心となる
組織横断的なネットワークを機能させることで、健康危機発生時への迅速な対応を可能とする。

地域における保健師の保健活動に関する指針で配
置を推奨している統括保健師

健康危機管理体制の確保のために保健所に配置
する総合的なマネジメントを担う保健師

都道府県本庁
保健所設置市

本庁保健所
一般市町村

平時のうちから感染症危機に備えた
準備を計画的に進めるために以下の
業務を担う

①改正感染症法における連携協議会
や予防計画策定等への積極的な関与

②新型コロナ対応における課題を踏
まえた「健康危機対処計画」の策
定・計画の着実な実施

③有事を想定した実践型訓練の実施
など人材育成の強化

④地方衛生研究所等や管内市町村や
職能団体等関係機関・団体との連携
強化 等

保健所の総合的なマネジメント
を担う保健師に求められる業務

保健所

第49回地域保健健康増進
栄養部会 参考資料２より
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